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── 医療過誤法部の概要について教えていただけますか。

　医療過誤法部では，8月，12月を除いて月に1回定例

会を開催しており，医療過誤に関する裁判例の研究等を行

っています。毎回の参加者は20名程度ですが，部員であ

る弁護士だけではなく，医師，看護師，薬剤師などの医療

関係者が毎回少なくとも4～5名は参加しています。

　また，東京弁護士会が毎年発刊する「法律実務研究」

に論文を掲載して研究成果を発表しており，毎年医療過誤

法部に所属する会員が執筆を担当しています。

── 医療過誤を業務として扱っている部員が多いのでしょ

うか。

　医療過誤を扱っている部員は多いですが，業務として扱

っていないものの，興味があって参加しているという部員も

いらっしゃいます。医療過誤を扱っている部員は患者側・

病院側が半々ぐらいです。

── 医療の専門知識の理解がなければ参加することは難し

いのでしょうか。

　特に専門知識を持っていることは要求されません。定例

会では発表の担当者が事前にレジュメを配布しますので，

わからないことがあれば調べてから定例会に臨むことができ

ますし，医療の専門用語も発表の際に解説がありますので，

専門知識を持っていなくても十分議論に参加することがで

きます。

── 定例会ではどのような活動をされているのですか。

　定例会では，毎回1名の発表担当者が，自由にテーマを

決定して医療過誤に関する裁判例を調査して発表を行い，

その後質疑応答とディスカッションを行います。

　定例会の後には毎回懇親会も行っていますので，部員同

士の交流を深めることができ，私も定例会やその後の懇親

会に参加することで多くの部員と知り合うことができまし

た。また，懇親会において，医療関係者にとって当たり前

過ぎて医学書には書かれていないことを教えていただいたこ

ともありました。
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──どのようなきっかけで医療過誤法部に入部されたので

すか。

　弁護士になる前は理学療法士として病院及び行政機関

においてリハビリテーションの仕事をしていたので，医療に

まつわる法律関係にはもともと興味がありました。私が勤

務していた病院も医療過誤訴訟を提起されたことがあるの

ですが，判決後，その訴訟を契機に，病院のシステムが改

善されました。判決という終わり方だったので，システム

の改善を原告の方はご存じないかも知れません。ただ，巨

大病院のシステムはそうそう変わるものではないため，現場

の職員として非常に関心を持ちました。

　弁護士登録をして最初に入った事務所は医療過誤を扱う

事務所ではありませんでしたが，司法修習時代の民事弁護

教官に医療問題に関心があると話をしたところ，医療過誤

法部を紹介していただいたことがきっかけで入部しようと思

いました。

── 医療過誤法部に入って良かったことはありますか。

　私は会派の活動を行っていないため，他の会員と交流す

る機会があまりないのですが，部の活動を通して多くの部

員と知り合うことができました。また，期が上の弁護士の

方々の意見を聞けることや，定例会に参加していただいて

いる医師の中でも意見が分かれることがあり，医療の専門

家から様々な意見を聞けることが良い経験となっています。

── 印象に残っている活動を教えてください。

　これまでに定例会で3回発表を行いましたが，昨年の5

月の定例会で行った「骨折治療における治療義務違反につ

いて」と題する発表が一番印象に残っています。そこでの

質疑応答とディスカッションの成果をまとめて，「法律実務

研究」に論文を掲載することになりました。

　私は理学療法士として働いていたので，骨折の一般的な

治療方法等の医学的な知識は一応持っていましたが，論文

の執筆にあたっては，読み手である会員にもわかりやすい

ように専門用語を解説しなければならないため，図書館に

何度も通って医学書を読み込んだりしました。また，ロー

スクールに入学した時点から医療の現場を離れているので，

その点にも留意するようにしました。裁判例の調査なども

苦労が多かったですが，部員の方々に論文の原稿を見てい

ただき，貴重な意見をうかがうことができましたので私自身

大変勉強になりました。

── 最後に，医療過誤法部の魅力をお話しいただけますか。

　期の上下を問わず多くの部員と知り合うことができます

し，経験談をうかがうことで自分の業務にも役立つことが

多々あります。また，定例会には部員の弁護士だけではな

く，医療の専門家も参加しているので，様々な立場から意

見をうかがうことができますので，医療の専門家の知り合い

がいない若手会員にとっては大変貴重な機会になっている

と思います。

　医療過誤を業務として扱っていなくても興味があれば誰

でも入部でき，実際に医療過誤を扱う機会のないインハウ

スの部員もいます。若手の会員が定例会の発表や「法律

実務研究」の執筆等で活躍できる場面が多くありますので，

医療過誤に興味がありましたら，是非，参加してください。

お待ちしております。


